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自動車公害対策 
１ 国、東京都および区の対策 

道路交通の騒音 ・ 振動対策 と し ては 、 自動車単体への対策強化 、 交通流対策 、 道路構造

の改善 、 沿道対策などがあ り 、 特に高機能舗装 （ 低騒音舗装 ） 化が対策 と し て有効です 。

また 、 国内で も特に自動車が増加 ・ 集中する首都圏の大気において 、 自動車が主な発生源

と なっている二酸化窒素および浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成は非常に困難な状況

にあ り ます 。 また近年主にデ ィ ーゼル自動車から発生する粒子状物質の健康への悪影響が

懸念される こ と から 、 有効な対策が緊急の課題 と なっています 。  

（ 1 ） 国の対策 

国では大都市地域における窒素酸化物 （ NO ｘ ） および粒子状物質 （ PM ） 削減の対

策のため 、 これまでの 「 自動車 NO ｘ 法 」 （ 平成 4 年12月施行 ） を 、 平成13年 6 月に

「 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量削減等に関

する特別措置法 」 （ 自動車NOx ・ PM 法 ） と し て改正し 、 対策の対象物質に粒子状物質

を追加する と と もに 、 対策地域の拡大 、 車種規制の強化を図 り ま し た 。  

（ 2 ） 都の対策 

東京都では同法に基づき 、 都内における自動車の窒素酸化物および粒子状物質削減のた

めの総合的な対策の枠組み と し て 、 ｢ 東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削

減計画 」 を平成16年 3 月に策定し ま し た 。 この計画は平成22年度を目標年度 と し て 、 自動

車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の総量を削減し 、 二酸化窒素 、 浮遊粒子状

物質に係る環境基準を達成する こ と を目標 と し ています 。 計画の主な内容は自動車単体対

策 、 交通量対策 、 交通流対策 、 局地汚染対策の推進 、 環境保全取組の普及啓発と な り ます 

これまで 、 東京都では 、 平成 2 年度から 、 二酸化窒素の環境濃度が高 く な る11月から 1

月の期間を通じ て 、 冬期自動車交通量抑制対策を実施し 、 毎週水曜日に乗用車類20％ 、 貨

物車類10％を目途に使用を抑制する こ と を主な内容 と し て 、 関係団体や事業所に要請等を

行って き ま し た 。 平成 3 年度には 、 六都県市 （ 東京都 、 埼玉県 、 千葉県 、 神奈川県 、 横浜

市 、 川崎市 ） で 、 平成 4 年度以降は千葉市を加えた七都県市で共同し て実施し ま し た 。 さ

らに 、 平成 5 年度から平成13年度までは 、 特別区 と共同で 「 七都県市共同によ る冬期自動

車交通量対策 」 と し て取 り 組まれていま し た 。 この事業はキ ャ ンペーンが主であった こ と

から 、 さ らに自動車公害対策を具体的に推し進める ため 、 平成13年 4 月に施行し た 「 環境

確保条例 」 においてデ ィ ーゼル車の排出ガス規制 、 自動車環境管理計画提出の義務 、 低公

害車の導入義務 、 ア イ ド リ ング ・ ス ト ッ プの義務 、 粒子状物質を増大させる燃料の規制等

を新たに規定し ま し た 。  

特にデ ィ ーゼル車から排出される粒子状物質については具体的な排出基準を定め 、 排出

基準を満た さ ない規制対象のデ ィ ーゼル車は 、 平成15年10月から都内運行が禁止 と な り ま

し た 。 このため 、 東京都では条例のデ ィ ーゼル規制の推進のため 、 粒子状物質減少装置

（ DPF等 ） の指定や 、 装着に対する補助制度を実施し て 、 使用過程のデ ィ ーゼル車への装

置の装着を促進し て 、 粒子状物質排出量の低減を推進し ています 。  

（ 3 ） 区の対策 

区では 、 「 練馬区環境基本計画 」 に基づき 、 自動車公害対策を進めています 。 具体的
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には 、 国 ・ 東京都で行 う 各種施策に積極的に協力しつつ 、 なお一層の総合的な自動車公

害対策を国 、 東京都に要請し ています 。 また 、 近隣自治体 と も連携し低公害車の普及 ・

啓発 、 沿道の適正かつ合理的な土地利用や環境施設帯の設置によ る沿道環境の保全 、 道

路の体系的整備など を推進し ています 。 また 、 平成14年度まで大気の汚染濃度が上昇す

る冬期に 、 都 と共同し て自動車交通量抑制対策のキ ャ ンペーン等を実施し て き ま し た

が 、 平成15年度は都条例のデ ィ ーゼル車排ガス規制が施行される こ と から 、 自動車によ

る大気汚染の低減を目的 と し て 、 区内の規制対象のデ ィ ーゼル車の低公害化を促進する

ために 、 区で も中小企業者を対象に補助事業を実施し ま し た 。  

 

２  デ ィ ー ゼ ル 車 排 ガ ス 規 制 

「 自動車 NO ｘ ・ PM 法 」 では 、 使用過程車を含めた貨物自動車 、 乗合自動車 、 特種

用途自動車および 、 デ ィ ーゼル乗用車を対象に窒素酸化物 と粒子状物質の排出ガス規制

を行います 。 排出ガス中の窒素酸化物 、 粒子状物質が排出基準に満たない車両は 、 車両

形式 、 大き さによ り 決められた猶予期限に達する と 、 「 自動車 NO ｘ ・ PM 法 」 の対策

地域内では車検交付が受け られな く な り ます 。 このため 、 規制対象車両を所有する人

は 、 低公害車または最新規制車両への買い替えなどの対策が必要にな り ます 。  

「 環境確保条例 」 では 、 デ ィ ーゼル車 （ 貨物自動車 、 乗合自動車 、 特殊用途自動車 ）

に対し て粒子状物質の排出基準を定めています 。 これによ り 粒子状物質の排出基準を超

え る規制対象車両 （ 他府県からの流入 ・ 通過車両も含む ） は都内運行が禁止されま し

た 。 また 、 神奈川県 、 埼玉県 、 千葉県において も 、 同時期にほぼ同じ内容の規制が開始

されています 。 東京都では平成18年 4 月から 「 自動車NOx ・ PM 法 」 よ り も厳しい粒子

状物質の排出基準を定め 、 都内においての規制が更に強化されま し た 。  

 

３ 粒子状物質減少装置装着補助 

「 環境確保条例 」 の規制対象 と な る車両は 、 知事の指定する粒子状物質減少装置を装

着し 、 排ガス中の粒子状物質を低減する こ と で 、 規制開始後も引続き都内運行が可能に

な り ます 。  

この粒子状物質減少装置装着の促進を図る ために 、 都では装着費用の 1/2 相当を 、 国

は大型車両に対し て装着費用の 1/4 相当を補助し ています 。  

区では平成15年度に東京都の補助に対し て上乗せで 、 装着費用の 1/6 相当を補助する

事業を行い 、 337 事業者 642 台のデ ィ ーゼル車の装置装着に対し て補助を行いま し た 。

なお平成16年度は 、 平成15年度の区の補助事業対象者で区の補助を受け られなかった事

業者に対し て 、 装着費用の1/12を補助する補完事業を実施し 292 事業者 618 台のデ ィ ー

ゼル車の装置装着に対し て補助を行い事業を終了し ま し た 。  

三井物産 ( 株 ) が粒子状物質減少装置の指定申請に際し て都に偽造データ を提出し た

問題については 、 平成16年11月22日の都の報道発表以来 、 練馬区 と し て装置装着事業者

への対応や 、 区が事業者に交付し た補助金の扱いについて 、 他区に先立ち三井物産に対

し要請を重ねて き た と こ ろです 。 その中で 、 区が装置装着事業者に交付し た補助金につ

いては当初から 、 三井物産に対し区長名で ｢ 申入れ書 ｣ によ り 補助金相当額の返還を求

め 、 三井物産も それを了承する旨を回答し ていま し た 。 平成17年 3 月25日に 、 区が事業
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者に交付し た補助金および違約加算金を合わせた額を 、 損害賠償金と し て三井物産に対

し請求し 、 平成17年 3 月30日に三井物産から区に返金されま し た 。  
 

４ 圧縮天然ガス自動車導入補助 

国では 、 通常車両に対し て高価 と な る低公害車への買い替えを促進する ために 、 圧縮

天然ガス （ CNG ） 自動車等を導入する事業者に対し て通常車両 と の差額の 1/2 を補助

し ています 。  

都も 、 CNG 自動車を導入する中小企業者に対し て 、 通常車両 と の差額の 1/4 を補助

し ています 。  

区は 、 平成15年度から 3 ヵ 年事業と し て 、 買い替えなどによ り Ｃ Ｎ Ｇ自動車を導入す

る区内の中小企業者に対し て 、 都の上乗せで通常車両 と の差額の 1/4 相当を補助 、 事業

終了し ま し た 。  

区の補助を利用し て平成15年度は ２ 事業者 ３ 台 、 平成16年度は １ 事業者 ２ 台 、 平成17

年度は ３ 事業者 ６ 台のＣ Ｎ Ｇ自動車が導入されま し た 。                 

粒子状物質減少装置について 
 ＤＰＦ（ Diesel Particulate Filter ）  酸化触媒  
簡 易 図  

 
 

特 徴  粒子状物質 (PM)をフィルターにより

捕集。捕集した PM を燃焼・酸化作用

等で除去することでフィルターを再生

させ、捕集性能を維持させる装置。  
フィルターに溜まった PM を検出

し、除去するための制御装置が必要。 

粒子状物質を、白金等の触媒作用

( 酸化作用 ) で除去する装置。  
ＤＰＦに比べて捕集効率は低いの

で、ＰＭ排出量が抑えられている新

しい車両に適合。  

 ・高性能だが、大型、高価、またメン

テナンス（フィルターの交換、ヒータ

ーの点検等）が必要。  

・性能には限界があるが、小型で

ＤＰＦよりも低価格、基本的にメン

テナンス不要。  
価 格  約70万～ 180 万円以上  

( 取付工賃含む：車両規模、車種、メ

ーカーにより価格差あり。 )  

約20万～50万円程度  
( 取付工賃含む：車両規模、車種、

メーカーにより価格差あり。 )  
 
 
 
 
 
 
 
 

環境情報電光表示盤 

昭和53年12月に区役所本庁舎前に設置し、騒音とオキシダント濃度の表示を行って

いました。平成 7 年に更新され、現在の本庁舎アトリウム脇の車寄せ部分に設置し、

目白通り沿道の騒音や豊玉北測定室（豊玉北六丁目８番 2 号情報公開室屋上）で測定

しているオキシダント濃度をリアルタイムで表示するとともに、東京都から提供され

る光化学スモッグ情報を表示し公害状況をお知らせしています。 
また、大気の汚染濃度が上昇する冬期に「ストップ！黒鉛・アイドリング」の標語

を表示し区民やドライバー等に注意の喚起と協力の呼びかけを行っています。 
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「環境確保条例」と「自動車 NO ｘ・ PM 法」の規制について 
 環境確保条例  自動車 NO ｘ・ PM 法  
排 出 規 制

物 質  
粒子状物質（ PM ）  窒素酸化物（ NO ｘ）  

粒子状物質（ PM ）  
排 出 基 準  H15.10.1 規制：長期規制値と同値  

( 下表 H6 規制以前の車両が規制

対象 ) ※１  
H18.4.1規制：新短期規制値と同値  
( 下表 H10 規制以前の車両が規制

対象 )  ※２  

総重量 3.5t 超：長期規制値と同値  
総重量 3.5t 以下：ガソリン車並  
( 下表 H6 規制以前の車両は規制

対象 ) ※３  

規 制 内 容  平成15年10月から  
粒子状物質の排出基準に適合しな

いディーゼル車の都内運行禁止  
( 首都圏外からの流入車両も規制

の対象となる )  

平成15年10月から ( 使用過程車 )  
排出ガス基準に適合しない車は、

猶予期間を過ぎると対策地域内で

は車検に通らない。  

規 制 対 象

車 種  
ディーゼル車の  
・貨物自動車 ( トラック、バン )  
・乗合自動車 ( バス )  
・特種用途自動車 ( 冷蔵冷凍車

等 )  

燃料の種類は問わない  
・貨物自動車  
・乗合自動車  
・特種用途自動車  
および  
・ディーゼル乗用車  

対 策 地 域  島しょを除く都内全域  奥多摩町、檜原村、島しょを除く

都内全域  
猶 予 期 間  初度登録より 7 年間  初度登録より 8 ～12年  

( 車種・大きさにより変わる )  
対 応 策  知事が指定した」粒子状物質減少

装置（ DPF 等）の装着  
規制適合車への買換え等  

※長期規制値、新短期規制値：大気汚染防止法に基づき環境大臣が定めた自動車排出ガスの許容値限度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

排出ガ ス 規制の推移  （ 車両総重量  3.5t 超のデ ィ ーゼル車 ）  

 

 

    

NOx ：

6.0g/kwh 

 

NOx ：

4.5g/kwh 
NOx ：

3.38g/kwh  
NOx ：

2.00g/kwh  

NOx ：

470ppm  
NOx ：

400ppm  

PM ：

0.7g/kwh 

PM ：

0.25g/kwh  

PM ：

0.18g/kwh  

PM ：

0.027g/kwh  

   年代   

PM:粒子状物質 

NOx: 窒素酸化物 

※ １ （ 条 例 ） H15.10.1 規 制

※ ３ （ 法 ） 規 制 対 象  

※ ２ （ 条 例 ） H18.4.1 規 制

1994  

平 成 6 規 制  

（ 短 期 規 制 ）

1998  

平 成 10 年 規 制  

（長期規制）   
2003  

平 成 15 年 規 制

（新短期規制）

2005  

平 成 17 年 規 制  

( 新 長 期 規 制 ) 

基

準

値 
 1988  

H1 年 規 制  

 1983  

S58 年 規 制  


